
【貸借対照表】 【損益計算書】

積立金として整理【法第40条第1項】
損失補填 【法第40条第2項】

当期総利益

毎事業年度毎事業年度毎事業年度毎事業年度
（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８～～～～２２２２２２２２年度年度年度年度））））のののの処理処理処理処理

資産

負債

法　 ＝地方独立行政法人法
規則＝公立大学法人熊本県立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則
基準＝地方独立行政法人会計基準

剰余金剰余金剰余金剰余金のののの処理及処理及処理及処理及びびびび積立金積立金積立金積立金のののの処分処分処分処分のののの流流流流れれれれ

損失補填
【法第40条第1項】
※県大該当なし

前事業年度繰越損失
をうめる

純資産

（利益）

収益
費用

利益

利益処分承認
①の後、なお残余が
ある場合

積立金
※県大該当なし

目的積立金
（300,649,682円）

当期総利益
(64,166,045円)

資産

負債

積立金
(256,271,946円)

前事業年度繰越損失
をうめる

純資産

（利益）

収益
費用

利益

次の中期目標期間の業務
の財源への充当に係る承認
【法第40条第4項、第7項】

【提出期限6月30日】
提出日6月29日

前中期目標期間繰越積立金

県納付金
【納付期限 知事の定める日】

現事業年度損失を
うめる①

評価委員会意見聴取【法第40条第5項】
知事承認【法第40条第3項】

損失補填
【法第40条第1項】

現事業年度損失を
うめる

損失補填
【法第40条第2項】

県へ納付   【法第40条第6項】
納付手続   【規則第14条】
納付期限   【規則第15条】

評価委員会意見聴取
【法第40条第5項】
知事承認   【法第40条第4項】

中期目標期間最後中期目標期間最後中期目標期間最後中期目標期間最後のののの事業年度事業年度事業年度事業年度
((((平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度))))のののの処理処理処理処理

　知事の承認が得られた額②
　を次期中期目標期間の業務
　の財源に充当

②を控除後、なお 残余があ
る場合

積立金に振替
【基準第９１】

(192,105,901円)

【貸借対照表】

財務諸表承認
【法第34条第1項】

【提出期限6月30日】

【貸借対照表】

【損益計算書】

財務諸表承認
【法第34条第1項】

【提出期限6月30日】

納付金の納付手続
【提出期限 知事の定める日】

資 料 資 料 資 料 資 料 ２２２２－－－－３３３３

【損益計算書】

一部取崩
(108,543,781円)


